
平成２８年度

福祉サービス運営適正化委員会

業 務 報 告 書

福祉サービス運営適正化委員会

（社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会）



１ 運営適正化委員会の組織・委員等

（１）運営適正化委員会組織図

（２）福祉サービス運営適正化委員会委員

（任期：平成２８年１１月１日～平成３０年１０月３１日）

選考分野 氏  名 所属・職名

（合議体）

運営監視

委員会

苦情解決

委員会

法  律 中馬 敏之 弁護士 ○ ○

医  療
副委員長

野田 隆峰
精神科医

委員長

○ ○

社会福祉

（公益）

委員長

久永 繁夫
鹿児島女子短期大学名誉教授

副委員長

○

委員長

○

社会福祉

（公益）
濵田 幸子 鹿児島県民生委員児童委員協議会 ○

副委員長

○

社会福祉

（利用者代表）
曽木 やす子

公益社団法人認知症の人と家族の会

鹿児島県支部副代表
○

社会福祉

（提供者代表）
水流 純大 鹿児島県知的障害者福祉協会会長 ○

【福祉サービス運営適正化委員会】＜社会福祉法第８３条＞

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等６名）

福祉サービス運営適正化委員会組織運営要綱

（目的及び権限）

第２条 福祉サービス利用支援事業の適正な運営を確保するとともに，福祉サービ

スに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため，次に掲げる業務を行う。

（１）福祉サービス利用支援事業を行う者に対する必要な助言又は勧告

（２）福祉サービスに関する苦情の解決のための相談，助言，調査またはあっせん

（３）福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがある

と認めたときの鹿児島県知事への通知等

（４）その他、委員会の目的を達成するために必要な事項

【事務局】

○委員会事務

○苦情の受付

○広報・啓発活動

○調査研究 等

【福祉サービス利用支援事業運営監視委員会】

＜社会福祉法第８４条＞

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等６名）

【福祉サービスに関する苦情解決委員会】

＜社会福祉法第８５条＞

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等４名）
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【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会委員名簿

（任期：平成２８年９月１日～平成３０年８月３１日）

選考分野 氏名 所属・職名 備考

公益代表 中森 美恵子 鹿児島県介護福祉士会副会長 副委員長

公益代表 川野 信男
公益財団法人

鹿児島県老人クラブ連合会会長
委員長

利用者代表 山川 伯明
特定非営利活動法人

鹿児島県精神保健福祉会連合会理事長

利用者代表 久保 郁子
社会福祉法人

鹿児島県母子寡婦福祉連合会理事長

経営者代表 岩下 修一
社会福祉法人

鹿児島県保育連合会会長

経営者代表 酒匂 学
鹿児島県市町村社会福祉協議会連絡協議会

会長

【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会

第１回  平成２８年１０月３１日（月）  出席：５名  県社会福祉センター

内 容  ア 委員長・副委員長の選任について

イ 福祉サービス運営適正化委員会委員の選考について

２ 委員会等の開催

（１）運営適正化委員会

第１回  平成２８年５月２０日（金）  出席：４名  県社会福祉センター

内 容  ア 平成２７年度業務報告について

第２回  平成２８年１２月１５日（木） 出席：６名  県社会福祉センター

内 容  ア 委員長の選任について

     イ 副委員長の指名について

     ウ 合議体（運営監視委員会及び苦情解決委員会）委員の指名について

第３回  平成２９年３月８日（水）   出席：５名  県社会福祉センター

内 容  ア 平成２９年度業務計画（案）について 

（２）運営監視委員会

第１回  平成２８年５月２０日（金）  出席：４名  県社会福祉センター 

内 容 ア 福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

イ 福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の実施について

-2-



第２回 平成２８年９月１２日（月）  出席：４名  県社会福祉センター 

内 容  ア 福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

       イ 福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の経過報告について

       ウ 平成２８年度運営適正化委員会事業研究協議会の報告について

第３回 平成２８年１２月１５日（木）  出席：６名  県社会福祉センター 

内 容  ア 委員長の選任について

       イ 副委員長の指名について

ウ 福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

       エ 福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の経過報告について

第４回 平成２９年３月８日（水）    出席：５名  県社会福祉センター 

内 容 ア 福祉サービス利用支援事業の実施状況等について

       イ 福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の結果について

（３）運営監視委員会による基幹的社協訪問調査の実施

運営監視委員会による基幹的社協訪問調査の実施 （２０カ所） 

ア 阿久根市社会福祉協議会    平成２８年 ７月 ５日（火）事務局 

イ 伊佐市社会福祉協議会     平成２８年 ７月 ７日（木）事務局 

ウ 湧水町社会福祉協議会     平成２８年 ７月 ７日（木）事務局 

エ さつま町社会福祉協議会    平成２８年 ７月１２日（火）事務局 

オ 南さつま市社会福祉協議会   平成２８年 ７月２１日（木）事務局 

カ 姶良市社会福祉協議会     平成２８年 ７月２８日（木）事務局 

キ 西之表市社会福祉協議会    平成２８年 ８月 ２日（火）事務局 

ク 中種子町社会福祉協議会    平成２８年 ８月 ２日（火）事務局 

ケ 南種子町社会福祉協議会    平成２８年 ８月 ２日（火）事務局 

コ 東串良町社会福祉協議会    平成２８年 ８月 ５日（金）事務局 

サ 鹿児島市社会福祉協議会    平成２８年 ８月１０日（水）委員，事務局 

シ 薩摩川内市社会福祉協議会   平成２８年 ８月１８日（木）委員，事務局 

ス 霧島市社会福祉協議会     平成２８年 ８月３０日（火）事務局 

セ 曽於市社会福祉協議会     平成２８年 ９月２１日（水）事務局 

ソ 志布志市社会福祉協議会    平成２８年 ９月２１日（水）事務局 

タ 南大隅町社会福祉協議会    平成２８年１０月２８日（金）事務局 

チ 枕崎市社会福祉協議会     平成２８年１１月 １日（火）事務局 

ツ 日置市社会福祉協議会     平成２８年１１月２９日（火）事務局 

テ 与論町社会福祉協議会     平成２８年１２月 １日（木）事務局 

ト 出水市社会福祉協議会     平成２８年１２月１３日（火）事務局 

（４）苦情解決委員会

第１回  平成２８年５月２０日（金）   出席：４名  県社会福祉センター

  内 容  ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

イ 福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について

ウ 福祉サービスに関する苦情解決事業における巡回訪問について
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       エ 福祉サービスに関する相談・苦情解決研修会（初級編）について

第２回  平成２８年７月２９日（金）   出席：３名  県社会福祉センター

 内 容  ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       イ 福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について

       ウ 福祉サービスに関する相談・苦情解決研修会（初級編）について

        （経過報告）

第３回  平成２８年９月１２日（月）   出席：４名  県社会福祉センター

  内 容  ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       イ 福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について

       ウ 福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会（初級編）について

（経過報告）

第４回  平成２８年１２月１５日（木）  出席：４名  県社会福祉センター

内 容  ア 委員長の選任について

       イ 副委員長の指名について

ウ 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       エ 福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について

オ 福祉サービスに関する苦情解決研修会（中級編）の開催について

第５回  平成２９年３月８日（水）    出席：４名  県社会福祉センター 

  内 容  ア 福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について

       イ 福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について

       ウ 苦情解決事業 事業所巡回訪問について
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３　相談・苦情の受付状況

平成２８年度　相談・苦情の受付状況及びポスター等の配付状況

（１）月別受付件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

苦情 9 9 8 6 7 6 5 8 5 9 8 11 91

相談・問合せ 8 1 2 2 4 3 3 3 3 7 4 4 44

合　計 17 10 10 8 11 9 8 11 8 16 12 15 135

（２）相談受付方法

身体 8

苦情 知的 5

相談・問合せ 精神 23

合計 その他 0

計 36

（３）サービス分野・申出人の属性 ↑

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

苦情
相談
問合せ

2 3 24 2 0 0 6 6 0 2 32 13

31 9 4 3 0 0 1 4 0 4 36 20

5 0 14 1 0 0 0 3 0 1 19 5

2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 4 6

40 14 44 8 0 0 7 14 0 8 91 44

（４）苦情内容・解決内容（苦情として受け付けた91件の内訳） 　

相談
助言

紹介
伝達

あっ
せん

県へ
通知

その
他

継続
中

意見
要望

不調

20 2 0 0 2 1 0 1

8 3 0 0 1 0 0 1

5 1 0 0 0 0 0 1

10 0 0 0 0 0 0 1

5 3 0 0 1 0 0 0

6 8 0 0 0 0 0 0

4 6 0 0 1 0 0 0

58 23 0 0 5 1 0 4

（５）　苦情解決ポスター・リーフレット配付状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

配付か所 6 5 8 4 6 173 5 4 5 210 19 14 459

ポスター 34 49 32 16 15 513 11 8 12 244 55 28 1017

リーフレット 68 98 64 20 28 614 25 16 28 303 129 70 1,463

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日現在）

障害者苦情

来所 電話 書面 その他 合計

2 84 5 0 91

1 41 2 0 44

3 125 7 0 135

　　　　　　 申出人

　　　　　　　　属性

サービス分野

利用者 家族 代理人 職員 その他 合計

高齢者

障害者

児童

その他

合　計

　　　　　　　　　解決結果

　苦情内容
合　計

A　職員の接遇 26

B　ｻｰﾋﾞｽの質や量 13

C　利用料 7

D　説明・情報提供 11

E　被害・損害 9

F　権利侵害 14

G　その他 11

合　　計 91
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（６） 相談・苦情の概要と運営適正化委員会の対応 

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１ 

（相談） 

電話 高齢者 

（職員） 

以前他の施設の事で委員会等に申

出を行った方から新たに相談が寄

せられており，委員会の連絡先を紹

介したため，対応して欲しい。 

申出内容について，本人から連絡があっ

た際は対応する旨を説明し，本人の要望

が確認できれば，対応を協議することと

なった。 

         （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

２ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（本人） 

デイサービスの送迎において乗車

の難しい小型車を利用させられた。

職員が乗車時に故意に押してケガ

をさせられた。（Ｅ） 

申出内容について，事務局から事業所に

確認を行えることなど説明をしたが必

要ないとのことであった。近隣のケアマ

ネージャーへの変更手続きや福祉サー

ビス利用について助言したところ申出

人が了承されたため終了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

３ 

（苦情） 

電話 児童 

（家族） 

保育所の入所決定について不服申

し立てをしようとしたところ委員

会を紹介された。（Ｇ） 

申出内容について，行政機関に入所決定

の不服申し立て手続きについて確認を

行い，対応を依頼した。申出人に対し再

度行政機関に連絡するよう助言したと

ころ了承されたため終了。 

         （対応回数３回） 

解決 

（紹介伝達）

４ 

（相談） 

電話 高齢者 

（職員） 

ヘルパー利用分の領収書に関する

苦情相談があったため，委員会の窓

口を紹介した。申出があった際は対

応して欲しい。 

申出内容について確認し，直接申出があ

った際は事業所に状況を確認して対応

する旨説明したところ了承されたため

終了。 

         （対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

５ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（職員） 

児童クラブを利用したいと思って

いるが，他法人の運営する保育所を

利用していた子どもについては受

入を拒否するとの噂を聞いた。どの

ように対応すればよいか。（Ｆ） 

申出内容について，委員会から事業所に

対して指導や処分を行うことはできな

いことを説明した。申出人が処分等を要

望されたため，管轄の行政機関を紹介し

たところ了承されたため終了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

６ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

就労継続A型事業所において利用者

によって勤務日数が異なるのは不

公平ではないか。（Ｇ） 

申出内容について，利用日数について

は，雇用契約書や個別支援計画書によっ

て個々に異なることがあることを説明

する。休み等の不満についてはまずは事

業所に相談するよう助言したところ了

承される。 

         （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

７ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

その他 

難病により福祉サービスを受けて

いるが，支給決定の通知書を支援者

が持ち帰ってしまった。通知書は本

来どのように取り扱うものなのか

知りたい。 

申出内容について，支給決定通知書の取

り扱いについては，持ち帰った支援者や

通知書を発行した行政機関に問い合わ

せるよう助言を行い了承されたため終

了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

８ 

（相談） 

電話 その他 

（本人） 

電気料金未納により電気を止めら

れてしまった。このままでは生活が

できないためどうすればいいのか

教えて欲しい。 

申出内容について，電力会社に問い合わ

せを行い，必要な場合は社会福祉協議会

に生活福祉資金の借受相談を行うよう

助言を行った結果，申出人が了承された

ため終了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

９ 

（苦情） 

電話 児童 

（本人） 

施設の職員が何も支援してくれず

要望も聞いてくれない。決まり事ば

かり増やし厳しく注意するため我

慢するしかない状況である。また，

退所の際に退居費用を負担させら

れる。（Ａ） 

申出内容について，委員会から退居費用

等の取り扱いについて所轄庁に確認し

申出人に説明を行った。その後，当事者

間で話し合いが行われ，申出人が事業所

からの説明に納得し，正式に退所するこ

ととなったため終了。 

（対応回数１４回） 

解決 

（相談助言）

１０ 

（相談） 

電話 高齢者 

（家族） 

老健施設に入所していたが，入所時

に処方箋の転記ミスがあり誤った

薬を服用させられていた。その結

果，嚥下機能の低下や誤嚥性肺炎に

みられるようになった。 

申出内容について，介護保険事業に関す

る苦情相談窓口の紹介を行い相談して

みるよう助言を行う。また，委員会に相

談したい時にはいつでも連絡するよう

伝えた結果，申出人が了承されたため終

了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

１１ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

住宅型有料老人ホームに勤務して

いるが，生活保護利用者の施設利用

について疑問に思うところがある

ため教えて欲しい。 

申出内容について，生活保護受給の決定

や施設入所については福祉事務所に対

して問い合わせるよう助言を行い了承

される。 

         （対応回数２回） 

解決 

（紹介伝達）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１２ 

（苦情） 

電話 児童 

（本人） 

母子生活支援施設で子ども3人と生

活しているが，保育についての支援

や相談に応じてもらえず，注意ばか

りされるため困っている。（Ａ） 

申出内容について，事業所に通知し，対

応の助言・申し入れを行った。当事者間

での話し合いや今後の対応について職

員間での検討が行われ，申出人が対応に

ついて了承されたため，終了。 

（対応回数７回） 

解決 

（相談助言）

１３ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

退居費用を算したいが，事業所から

説明や明細が示されないため困っ

ている。（Ｃ） 

申出内容について，事業所に伝達を行

い，申出人に対して事業所から回答があ

ることを説明した結果，申出人が了承さ

れたため終了。 

         （対応回数６回） 

解決 

（相談助言）

１４ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

グループホームにおいて触れて欲

しくない過去の出来事を持ち出さ

れる。どのように対応すればよい

か。 

申出内容について，事務局から触れて欲

しくない事や接し方の要望など伝える

必要があることを助言し，委員会から伝

達することもできることを説明する。現

段階での伝達は必要ないとのことであ

ったため，必要があれば再度連絡するよ

う助言した結果，申出人が了承されたた

め終了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１５ 

（苦情） 

電話 児童 

（本人） 

母子生活支援施設において通院支

援や就労支援を依頼しても施設の

方針であるとの事から要望を全く

聞いてもらない。その一方で一部の

利用者だけを優遇している。（Ａ） 

申出内容について，事業所に通知し，対

応について助言・申し入れを行った。事

業所からの回答を委員会から申出人に

説明した結果，申出人が了承されたため

終了。後日事業所と申出人との話し合い

が行われ，申出人が事業所の説明に納得

した。 

（対応回数１１回） 

解決 

（相談助言）

１６ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

グループホームにおいて医師から

処方されているとん服薬を出すよ

う依頼した際，渡せないと言われた

ことに納得できない。（Ｄ） 

申出内容について，事業所に伝達を行

い，事業所から申出人にとん服薬の服用

のきまりやケガの治療費の支払い等に

ついて説明を行ったところ，申出人が了

承されたため終了。 

（対応回数９回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１７ 

（相談） 

電話 高齢者 

（本人） 

以前施設でケガをしたこと等が原

因で現在は家に閉じこもっており

気が滅入っている。 

申出内容について，以前の事業所での出

来事について傾聴した。申出人が現在の

状況を以前対応した委員会の担当者に

伝達して欲しいとのことであったため，

伝達することを説明したところ了承さ

れたため終了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１８ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

具合が悪いのに休ませてくれなか

ったり，事業所利用時間外にも干渉

してきたり，作業時間中に録音する

などのパワハラを受けている。（Ｆ） 

申出内容について，申出人及び事業者・

関係機関による話し合いが行われ，事業

所に対し利用者との関わり方について

助言し，今後の事業所利用については申

出人の意向を尊重することとなり申出

人が了承されたため終了。申出人が検討

した結果，退所することとなった。 

     （対応回数１０回） 

解決 

（相談助言）

１９ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

ヘルパーが使った物を元の場所に

戻してもらえないため，困ってい

る。（Ｂ） 

申出内容について，事務局から事業所に

伝達を行い，視覚障害への配慮と申出人

への確認を密に行うよう助言をした結

果，申出人が了承されたため終了。 

         （対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

２０ 

（相談） 

電話 児童 

（職員） 

新たに雇用した職員が前の職場と

退職に関してトラブルになってい

るが，どこに相談すればよいか教え

て欲しい。 

申出内容について，委員会の対象範囲の

説明を行い，労働トラブルに関する相談

窓口を紹介した結果，申出人が了承され

たため終了。 

         （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

２１ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

ヘルパーが買い物支援の際に自分

の買い物をしたり，ヘルパーが食べ

た食事代を利用者に払わせたり，釣

り銭を横領する。事業者に相談した

が取り合ってもらえない。（Ｃ） 

申出内容について，事業所に通知したと

ころ事業所内で調査が行われた。その後

事業所代表者と申出人と話し合いをす

ることで調整したが，申出人が新たにサ

ービスを受けることができるようにな

ったため話し合い等は不要との申出が

あり終了。 

        （対応回数１６回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

２２ 

（苦情） 

来所 高齢者 

（家族） 

有料老人ホームにおいて入所して

いたが，体調不良により入院したと

ころ，退所勧告を受けた。退所理由

は頻繁にコールを鳴らすなど手が

かかるとの事であったが，そのよう

な理由で退所しなければならない

のか。（Ｂ） 

申出内容について，事業所に申出内容を

伝達し，対応について助言を行った。後

日当事者間で話し合いが行われ，双方合

意の上で退所することとなった結果，申

出人が了承されたため終了。 

        （対応回数１６回） 

解決 

（相談助言）

２３ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

事業所の支援員の言動や接し方に

不満があるため，事業所に相談した

ところ第三者委員を交えて話し合

いをすることになったが，今後事業

所に居づらくなるのでないか。（Ａ） 

申出内容について，第三者委員との話し

合いで申出人に不利益が生じることは

ないことを説明し，中立的な立場からの

助言を受けることや職員との関係改善

や今後の関わり方について前向きに話

し合うよう助言を行った結果，申出人が

了承される。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

２４ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

その他 

（本人） 

民生委員が個人的な交友関係まで

詮索し，個人情報を漏らすため困っ

ている。（Ｆ） 

申出内容について，民生委員法で定めら

れている守秘義務等について説明を行

い，民生委員の指揮監督機関である県及

び市町村に相談するよう助言した結果，

申出人が了承されたため終了。 

（対応回数２回） 

解決 

（紹介伝達）

２５ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（本人） 

母子生活支援施設の退寮時の修繕

費や親族等の宿泊許可に関する説

明が納得できない。（Ｄ） 

申出内容について，事業者に直接確認し

ていない内容であるため，まずは事業者

に相談してみるよう助言を行った結果，

申出人が了承されたため終了。 

（対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

２６ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

以前通所していたデイサービスに

おいて口論となった後，サービスを

受けることができなくなった。事業

所にけがや物損の責任があるため，

当時の利用料の支払いを拒んでい

るが，今度どのように対応すればよ

いか教えて欲しい。（Ｂ） 

申出内容について，委員会で意見調整を

行い，当事者間の話し合いを推奨した

が，申出人が他機関での対応を希望され

たため，他の解決機関を紹介し終了。 

       （対応回数９回） 

解決 

（紹介伝達）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

２７ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

介護保険事業所を利用してい

る母が当直職員から殴られた

との訴えがあった。打撲でアザ

ができているがどのように対

応すればよいか教えて欲しい。

（Ｆ） 

申出内容については，申出人と法人代表

者との話し合いが行われた。訴えの真偽

については不明であったが，事業所から

今後の対応について改善する旨の説明

が行われ申出人が了承されたため，終

了。再度疑わしい事態が生じた場合は連

絡するとのこと。 

       （対応回数３回） 

解決 

（相談助言）

２８ 

（相談） 

電話 障害者 

（家族） 

施設長からの発言をきっかけに体

調を崩すようになったため，裁判を

行ったが取り下げることにした。し

かし，未だに施設長を続けているこ

とが許せない。 

申出内容については，以前委員会におい

て対応が行われ終結した案件であり，訴

訟も行われていることから不介入とす

る。 

       （対応回数１回） 

その他 

（不介入）

２９ 

（苦情） 

書面 障害者 

（本人） 

就労継続A型事業所を利用していた

が，福祉的な配慮はなく一般の職場

と変わらなかった。また，仕事がで

きる利用者はなかなか辞めさせな

いなどおかしい点が多い。（Ｂ） 

申出内容について，事業所への内容通知

等に対する申出人の意向を確認しよう

としたが，回答が得られなかったため，

対応中断として終了。 

       （対応回数２回） 

その他 

（対応中断）

３０ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（職員） 

認知症の入居者が何度も徘徊で出

て行ったり，職員への暴力があった

りするにも関わらず適切な治療や

対策を受けさせないため困ってい

る。（Ｂ） 

申出内容について，事業所による安全管

理の必要があることや外部機関の協力

による捜索は事故報告の提出が必要で

あることを説明する。事業所への指導に

ついては管轄の市町村に相談してみる

よう助言し了承される。 

       （対応回数４回） 

解決 

（紹介伝達）

３１ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

その他 

（家族） 

要介護者と同居をしている者に対

し，自立支援と称してしつこく就職

を迫られたため，同居者が精神的に

追い込まれた。（Ａ） 

申出に内容について，就労支援を実施す

る福祉制度について説明を行った。今

後，関係機関等への確認等が必要な場合

は再度委員会に相談するよう助言した

結果，申出人が了承されたため終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

３２ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

短期入所を利用する際，下剤は飲ま

せないで欲しいと伝えていたが，毎

日服用させていたため，体調が悪化

した。また家族も看病疲れにより外

出できない状態になり生活に支障

を来している。（Ｅ） 

申出内容について，事業所に内容を通知

したところ内部調査が行われ報告書の

提出があった。報告書の内容について申

出人に説明し，事業所に対して対応の申

し入れを行い，再度申出人からの要望を

確認した結果，これ以上の対応は不要と

のことであったため終了。 

      （対応回数１５回） 

解決 

（相談助言）

３３ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

デイサービスにおいて転倒し骨折

したため，入院することとなった。

治療費は事業者が負担しているが，

入院中のおむつ代や付き添い費な

どの補償はないのか。（Ｅ） 

申出内容について，事業所に伝達し，当

事者間の話し合いを推奨したところ，ケ

アマネージャー同席で話し合いが行わ

れた結果，申出人が事業所の説明に納得

されたため終了。 

       （対応回数６回） 

解決 

（相談助言）

３４ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

障害者の事業所において理事長か

ら利用者に暴言がある。職員等には

相談しているが，改善するどころか

エスカレートしてきているためど

うにかして欲しい。（Ｆ） 

申出内容について，事業所に伝達し状況

を確認したところ，虐待防止センターに

よる対応が行われていたため，対応を見

守ることとし，申出人に説明した結果，

了承されたため終了。 

       （対応回数４回） 

解決 

（紹介伝達）

３５ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

児童 

（家族） 

障害児相談支援事業所にプランの

作成を依頼したところ障害者手帳

の写しを出すように言われたが，出

さないといけないのか。 

申出内容について，手帳の写しが必要な

理由や取り扱い方法を事業所に確認し，

提出については相談してみるよう助言

を行った結果，了承を得る。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

３６ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（家族） 

県こども総合療育センターを受診

するために必要な紹介状を事業所

に依頼したが，受診の必要はないと

言って発行してくれない。（Ｄ） 

申出内容について，療育センターの受診

の流れについて説明を行い，再度紹介票

の発行を依頼するよう助言を行う。ま

た，事業所を変更することも可能である

旨説明した結果，申出人が了承されたた

め終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

３７ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

施設の行事で負ったケガの手術の

ため入院することになったが，退所

扱いになるとの説明があったため，

納得できない。 

（Ｂ） 

申出内容について，事業所に伝達し本

人，家族，事業所での話し合いが行われ，

施設利用を継続しながら双方が地域移

行に向けた取り組みを進めていくこと

となった結果，申出人が了承されたため

終了。 

      （対応回数１４回） 

解決 

（相談助言）

３８ 

（苦情） 

電話 児童 

（家族） 

子どもが職員に踏まれてケガをし

た。当日の状況確認や声かけ等につ

いて相談したが，対応してくれない

ため困っている。 

（Ｅ） 

申出内容について，事業所に伝達し，当

事者間で話し合いが行われた結果，申出

人が了承されたため終了。事業所から委

員会に対し報告書が提出され，対応改善

が図られることとなった。 

       （対応回数９回） 

解決 

（相談助言）

３９ 

（相談） 

電話 高齢者 

（家族） 

介護施設で車椅子から転落しあざ

ができたが，車椅子から落ちること

は考えにくく施設の対応に疑問を

持っている。説明に納得いかない時

は相談してもよいか。 

申出内容について，施設の説明に納得で

きない時は，再度委員会に相談するよう

助言した結果，申出人が了承されたため

終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

４０ 

（相談） 

電話 高齢者 

（職員） 

老人ホームに勤務しているが，職員

が少なく未経験者も多いため，利用

者への対応が十分にできない。ま

た，おむつや日用品購入にも疑問が

ある。 

申出内容について，申出人が事業所への

指導を希望されたため，申出人に所轄の

行政機関を紹介し，委員会から行政機関

へ伝達した結果申出人が了承されたた

め終了。 

       （対応回数６回） 

解決 

（紹介伝達）

４１ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

送迎時に利用料を職員に手渡した

にも関わらず，再度請求されてい

る。（Ｃ） 

申出内容について，当事者間で話し合い

が行われ，今回の利用料については合意

が得られた。また，今後の支払い方法の

改善と改善事項の周知に関する申出人

からの要望を委員会で伝達した結果，申

出人が了承されたため終了。 

       （対応回数４回） 

解決 

（相談助言）

-13-



受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

４２ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

親類が介護保険サービス受けてい

るが，どのようなサービスをいつ受

けているかよくわからない。ケアマ

ネージャーからは簡単なプランし

かもらっていない。（Ｄ） 

申出内容について，ケアプランで示され

る内容や介護保険サービス提供の流れ

について説明を行い，サービス担当者会

議において不明な点は確認し，サービス

内容の要望等を行うよう助言した結果，

申出人が了承されたため終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

４３ 

（苦情） 

電話 児童 

（家族） 

障害児入所施設において子どもが

ケガをさせられたが，施設の説明は

嘘ばかりである。あんな施設は無く

して欲しい。（Ｅ） 

申出内容について，事業所との紛争につ

いて裁判が行われ，申出人が事業所に対

する処分等を求めていることから委員

会で対応できないことを説明した結果，

申出人が所轄庁へ連絡することとなっ

たため終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

４４ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

施設職員が暴言を吐くため利用者

が怖がっている。また，夜勤帯に利

用者をトイレに放置し，骨折させて

しまった。施設に相談しても対応し

てくれない。（Ｆ） 

申出内容について，本職員の行為が虐待

に該当する恐れがあるため，虐待通報窓

口に相談するよう助言し紹介を行った。

また，委員会において事業所への伝達や

申し入れができることを説明した。 

       （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

４５ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（家族） 

就労継続A型事業所を利用していた

が，個人的な人間関係に対する指導

や障害者への偏見があった。また，

通帳を見せるように指示を受けた

が理由がわからなかった。（Ｂ） 

申出内容について，事業所から聞き取り

を行い申出人に回答を伝達した結果，申

出人が了承されたため終了。 

       （対応回数５回） 

解決 

（相談助言）

４６ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（家族） 

身内が障害者施設入所中に腹痛を

訴えたが，職員が確認をしてくれな

かった。知人から施設の職員間に問

題があり，職員が夜勤業務に専念し

ていないとの話を聞いた。（Ｂ） 

申出内容について，法人に対し匿名で伝

達したところ，法人内で対象職員への聴

き取りや内部調査が行われ，結果報告書

が提出された。申出人は匿名であり連絡

がとれないため，対応終了となる。 

       （対応回数７回） 

解決 

（相談助言）

-14-



受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

４７ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

小規模多機能事業所において宿泊

室が整備されていないにも関わら

ず，居間や通路にベッドを置いて利

用者を寝かせているため，おかしい

のではないか。（Ｇ） 

申出内容について，相談内容が介護保険

事業の基準等に関するものであるため，

専門相談機関である国保連合会の紹介

を行い相談するよう助言を行った結果，

申出人が了承されたため終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

４８ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

ケアマネージャーが約束の日に訪

問しなかったため，長時間待たされ

た。後日問い合わせたが納得いく説

明がなされなかった。その他にも不

審な点や疑問があるが，問い合わせ

てもいいのか。（Ｄ） 

申出内容について，ケアマネージャーと

の関係構築や日頃の連携が必要である

ことを説明し，訪問がなかった事等につ

いては当事者間での話し合いを推奨す

る。また，関係改善が図られない場合は

ケアマネージャーの交代もできる旨説

明した結果，申出人が了承されたため終

了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

４９ 

（相談） 

電話 高齢者 

（本人） 

以前施設を辞めさせられ，新しい施

設に通うことになったが，再度トラ

ブルになり通うことができなくな

った。今は家に閉じこもって生活し

ているが今後どうすればいいか。 

申出内容について，以前の事業所での出

来事について傾聴した。新しい事業所で

のトラブルについても確認し，今後の生

活について助言した結果，申出人が了承

されたため終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

５０ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（本人） 

老人ホームに入所している祖母に

あざやたんこぶができていると聞

いた。原因が分からないと言うが寝

たきりであるため，おかしいのでは

ないか。（Ｅ） 

申出内容について，事業所に対する立ち

入り調査等を求められたため，委員会の

対応について説明を行い，所轄庁を紹介

した。 

       （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

５１ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

老人ホームにおける衣類や薬の管

理がずさんである。また，オムツ交

換や水分補給の回数が不足してい

るなどサービスが不十分である。

（Ｂ） 

申出内容について，事業所に伝達し対応

について聞き取ったところ，改善を進め

ている状況が確認できたため，申出人に

回答した結果，概ね了承された。また，

関係改善のため，当事者間での話し合い

を推奨し了承された。 

       （対応回数７回） 

解決 

（相談助言）

-15-



受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

５２ 

（苦情） 

電話 児童 

（家族） 

保育士が母子家庭に対して偏見を

持っており，不愉快な発言があっ

た。今後認識を改めて同様の発言を

しないようにして欲しい。（Ｆ） 

申出内容について，事業所に伝達したと

ころ，事業所から申出人に対して保育士

の発言に対する謝罪と対応について説

明が行われた結果，申出人が了承された

ため終了。 

      （対応回数１３回） 

解決 

（相談助言）

５３ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

送迎の際，自宅入り口で擦り傷を負

わされた。施設から病院に連れて行

ってもらったが，謝罪もなく対応に

不満がある。（Ｅ） 

申出内容について，申出内容を確認し

た。その後申出人から再度連絡するとの

ことであったが，連絡がなく連絡先も不

明であるため，対応中断となる。 

       （対応回数１回） 

その他 

（対応中断）

５４ 

（相談） 

電話 障害者 

（職員） 

相談支援事業所が担当者会議への

出席を拒むなど困っているため，ど

うすればいいか教えて欲しい。 

申出内容について，相談支援事業所が支

援を拒む理由を確認し，今後の支援につ

いて話し合うよう助言した結果，支援の

引き継ぎが行われることとなったため，

終了。 

       （対応回数３回） 

解決 

（相談助言）

５５ 

（相談） 

電話 高齢者 

（職員） 

利用者への接し方やスタッフ間の

人間関係について職員に対してア

ンケートを実施したいので，自己評

価のチェックリスト等があれば教

えて欲しい。 

申出内容について，職員の利用者との接

し方や職員間の人間関係に関するチェ

ックリストを紹介した結果，申出人が了

承されたため終了。 

       （対応回数３回） 

解決 

（相談助言）

５６ 

（相談） 

電話 障害者 

（本人） 

グループホームを利用しているが，

職員に対して不満をぶつけてしま

ったため，今後自分はどうすればい

いか教えて欲しい。 

申出内容について，当事者間での関係改

善を推奨し，当事者間での解決が難しい

場合は，委員会で介入することもできる

ことを説明した結果，必要な時は再度相

談するとのことで申出人が了承された

ため終了。 

       （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

５７ 

（相談） 

電話 障害者 

（家族） 

就労支援事業所において他利用者

から暴行を受け二次障害が生じた

件について事業所とは合意が得ら

れたが，話しを聞いて欲しい。 

申出内容について，本件についての終結

までの経緯について確認し，今後同様の

事件が発生しないための取り組みや発

生後の対応について研修等で周知を図

って行く旨説明した結果，申出人が了承

されたため終了。 

     （対応回数３回） 

解決 

（相談助言）

-16-



受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

５８ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（本人） 

デイサービス事業所から来なくて

もいいと言われたため，半年間サー

ビスを利用することができなかっ

た。ようやく再利用することになっ

たが，簡単な謝罪しか受けていない

ため納得できない。（Ｂ） 

申出内容について，申出人から事業所へ

の当事者に関係のない非営利団体への

寄付行為による謝罪の要望に対し，事業

所による対応が行われた結果，申出人が

了承されたため終了。 

     （対応回数３３回） 

解決 

（相談助言）

５９ 

（相談） 

電話 障害者 

（本人） 

事業所の元職員が事業所の誹謗中

傷を利用者家族に対して流布し，利

用者の引き抜き行為を行っている

ため，どのように対応すればよい

か。 

申出内容について，委員会として元職員

の行為について関与することは難しい

ことを説明し，今後の対応は依頼してい

る弁護士に相談するよう助言を行う。ま

た，保護者等の不安を払拭するため，適

切に説明を行うよう助言を行い了承さ

れる。 

       （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

６０ 

（苦情） 

電話 その他 

（家族） 

福祉サービス利用支援事業で預け

ている本人の通帳から家族の通帳

へ家のリフォームの振替を依頼し

たところ断られた。断る権利がある

のか。（Ｃ） 

申出内容について，申出人に事業の主旨

を説明し，事業者に必要な手続きを確認

するよう助言を行った。事業者から相続

人全員の同意を得るよう求められたが，

同意が得られなかったため，申出人の要

望に応じられないこととなり終了。 

      （対応回数７回） 

不調 

６１ 

（苦情） 

電話 障害者 

（家族） 

就労継続B型事業所からA型事業所

へ変更してくれるという話であっ

たが，なかなか変更してくれない。

（Ｄ） 

申出内容について，事業所から説明があ

った期日まで対応を見守ることや見通

しが不透明であることが本人に不安を

与えているため，明確にするよう事業所

に求めるよう助言した結果，申出人が了

承されたため終了。このままの状態が続

くようであれば再度委員会に相談する

よう伝える。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

６２ 

（相談） 

電話 障害者 

（職員） 

運営適正化委員会において実施し

ている事業所向けの研修会や巡回

訪問の実施内容について教えて欲

しい。 

申出内容について，運営適正化委員会で

実施している研修会や巡回訪問につい

て説明を行い，併せて苦情の対象となる

範囲や行政機関へのつなぎ等について

説明した結果，申出人が了承されたため

終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

-17-



受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

６３ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

老健施設でのケガの対応が悪く，入

れ歯作成について不審な点がある

ことから施設を転居させたいが，家

族からの同意が得られない。（Ｇ） 

申出内容について，申出人から聞き取り

を行ったが，具体的な要望等は確認でき

なかった。申出人からまた相談するかも

しれないとの事であった。 

      （対応回数１回） 

その他 

（傾聴）

６４ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

就労継続支援Ａ型事業所において

事前に有給休暇の説明がなかった

ため，取得することができなかっ

た。そのほかにも事業所での処遇や

対応について不満がある。（Ａ） 

申出内容について聞き取りを行い，事業

所に対して通知や事実確認を行える旨

説明したが，申出人からこれ以上の対応

は不要であるとの意志が示されたため，

終了。 

      （対応回数４回） 

その他 

（傾聴）

６５ 

（苦情） 

書面 

（匿名） 

児童 

（家族） 

保育園の職員の言葉づかいや園児

への接し方が気になり，安心して子

どもを預けることができない。（Ａ） 

申出内容について，事業所において職員

に事実確認が行われ，不適切な対応を行

った職員の配置転換や長期的な研修が

行われることとなった。申出人に対して

は，委員会から本件の事業所の対応につ

いてメールで報告を行った。 

      （対応回数８回） 

解決 

（相談助言）

６６ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

事業所の代表者から身に覚えのな

いことで，すごい剣幕で怒られたた

め，事業所を辞めたいが，できるだ

け直接コンタクトを取らずに辞め

ることはできないか。（Ｆ） 

申出内容については，申出人からの相談

に応じながら適宜助言を行い，最終的に

当事者間で話し合いが行われ，申出人が

対応について了承されたため，終了。 

      （対応回数７回） 

解決 

（相談助言）

６７ 

（相談） 

電話 高齢者 

（本人） 

以前施設からイジメを受けて辞め

させられた。その後も新しい施設に

通ったが，条件が合わなかったり，

職員から押し飛ばされたりしたた

め，通う所がなくなった。最初の施

設のケアマネージャーの嫌がらせ

ではないか。 

申出内容について，以前の事業所での出

来事について傾聴した。また，現在の生

活状況等についても確認し，今後の生活

について助言した結果，申出人が了承さ

れたため終了。 

      （対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

-18-



受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

６８ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

グループホームにおいて職員から

の暴言等を受けているようである。

他にも疑問点があるが，どうすれば

いいか教えて欲しい。（Ｅ） 

申出内容について，虐待については地域

包括支援センターに相談するよう助言

し，連絡先を案内した結果，申出人が了

承されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

６９ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

事業所で職員から体罰を受けた。事

業所にそのことを訴えたところ嘘

つき呼ばわりをされて辞めさせら

れた。（Ｆ） 

申出内容について，申出人に虐待防止セ

ンターを紹介し，事業所に申出内容の通

知と聞き取りを行った。事業所では虐待

の事実は確認できなかったが，事業所か

ら虐待防止センターへ申出があった内

容が報告されたため，委員会での対応は

終了する。 

      （対応回数３回） 

解決 

（紹介伝達）

７０ 

（相談） 

電話 その他 

（本人） 

通帳やキャッシュカードを預けて

いる。お金を届けて欲しい。 

申出内容について，委員会の説明を行

い，再度内容を確認したところ，福祉サ

ービス利用支援事業の利用者であるこ

とが判明した。申出人が契約している基

幹的社協の連絡先を案内した結果，申出

人が了承されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

７１ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

その他 

（家族） 

病院に入院しているが，徘徊すると

の理由で車椅子に固定されたり，部

屋に鍵をかけられたりしている。ど

こに相談すればよいか。 

申出内容について，医療に関する苦情に

ついては，医療安全支援センターに相談

するよう案内し，申出人から質問のあっ

た福祉サービスにおける身体拘束の取

り扱いについて説明した結果，申出人が

了承されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

７２ 

（苦情） 

電話 児童 

（家族） 

事業所から書類の受取に来所する

よう連絡があったため，仕事を休ん

で訪問しようとしたところ，担当者

が不在で対応してもらえなかった。

（Ａ） 

申出内容について，事業所の通知し，当

事者間の話し合いが行われた結果，申出

人が事業所の対応について了承された

ため終了。 

      （対応回数６回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

７３ 

（苦情） 

電話 障害者 

（家族） 

障害者入所施設において，重度心身

障害者医療費受給者証や後期高齢

者医療被保険者証の交付手続きが

長年行われていなかったため，受け

られたはずの助成や手当を受ける

ことができず多額の損害を被った。

（Ｃ） 

申出内容について，委員会が調整しなが

ら経緯や対象制度について確認した。そ

の後，当事者間で話し合いを行った結

果，事業所が利用者本人に対して損害額

の弁済を行うこととなった結果，申出人

が了承されたため終了。 

      （対応回数７０回） 

解決 

（相談助言）

７４ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

夜間ナースコールを押しても長時

間応答がなかったため，自分で立ち

上がろうとしたところ転倒した。そ

の時間職員に何をしていたが尋ね

たところ個人情報で答えられない

と言われた。（Ｄ） 

申出内容について，個人情報に抵触しな

い範囲で職員の対応について回答を求

めるよう助言し，適切な回答が得られな

い場合は，再度委員会に相談するよう伝

えた結果，申出人が了承されたため，終

了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

７５ 

（苦情） 

書面 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

障害者の作業所において職員の言

動や対応がおかしいと感じること

が多々あった。現在は退所している

が，事実を伝えたい。（Ａ） 

このことについて，申出人に対し，委員

会で可能な対応について説明を行い，相

談支援事業所についての相談や事業所

紹介については，基幹相談支援センター

に問い合わせてみるよう案内した結果，

申出人自身で今後の方向性を検討する

こととなった。 

      （対応回数３回） 

解決 

（紹介伝達）

７６ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

グループホームの世話人が頻繁に

居室を尋ねてくるため，迷惑であ

る。また，訪問時の態度を改めて欲

しい。（Ａ） 

申出内容について，申出人にグループホ

ームでの見守りは必要であることを説

明し，訪問時の職員の態度等について事

業所に申し入れを行った結果，申出人が

了承されたため終了。 

      （対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

７７ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（家族） 

学童保育の職員が自分の子どもを

抱っこしながら支援していると聞

いた。そのような状況が許されるの

か。（Ｂ） 

申出内容について，事業所に伝達し事情

を確認したところ，民設民営の無認可の

学童保育であり，法人として子ども連れ

での勤務を認めているとのことであっ

たため，申出人に説明した結果，申出人

が了承されたため終了。 

      （対応回数５回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

７８ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

介護保険の短期入所に関する苦情

を行政に申し立てているが，他に相

談する所はないか。（Ｇ） 

申出内容について，介護保険に関する苦

情については市町村の介護保険課や国

民健康保険団体連合会が専門に取り扱

っていることを説明し紹介を行う。ま

た，本委員会でも対応できる旨説明した

結果，申出人が了承されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

７９ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（家族） 

家族が統合失調症を発症して以来，

自宅に引きこもっている。どこか相

談したり活動したりする所はない

か。 

申出内容について，地域に相談支援事業

所や当事者会活動などがあることを説

明し，案内を行った結果，申出人が了承

されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

８０ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

事業所の管理者や職員の関わり方

が酷く，気に入らない利用者は辞め

させられてしまう。現在，行政機関

等による監査や指導が行われてい

るため，委員会にも伝えておきた

い。（Ａ） 

申出内容について，申出人から委員会に

も知らせておきたいとのことであった

ため，聞き取りを行った。事業所へは既

に行政監査や指導等が行われていると

のことであった。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

８１ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

訪問入浴サービス利用中に職員が

誤って呼吸器の電源を切ってしま

ったが，全く反省もなく対応しても

らえないためどこにそうだんした

らいいか教えて欲しい。（Ｅ） 

申出内容について，介護保険事業の案件

であるため，市町村の介護保険課と国保

連合会が専門の窓口になることを説明

し連絡先を案内した。また，委員会でも

対応ができることを伝えた結果，申出人

が了承されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

８２ 

（相談） 

電話 その他 

（職員） 

福祉サービス事業者が定める苦情

解決実施要領や様式のデータが欲

しい。 

申出内容について，申出人に実施要領等

のデータを送信した。 

      （対応回数３回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

８３ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

その他 

（本人） 

給付金を受けられると聞いたが，ど

こに連絡すればいいか教えて欲し

い。 

申出内容について，給付金の種類につい

て確認したところ臨時福祉給付金の事

であると考えられたため，市町村の担当

部署を案内した結果，申出人が了承され

たため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

８４ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

職員の対応が以前より冷たくなっ

たと感じるようになった。施設に面

会に行っても避けられているので

はないか。（Ａ） 

申出内容について，事業所に状況確認を

行い，申出人に説明した結果，申出人が

了承されたため終了。 

      （対応回数３回） 

解決 

（相談助言）

８５ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

グループホームで夜中に物音が騒

がしいため，事業所に相談したがど

うすることもできないと言われた。

（Ｄ） 

申出内容について，当事者間の話し合い

による調整を図ったが，合意が得られず

申出人が退居することとなったため，終

了。 

（対応回数２９回） 

不調 

８６ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

障害福祉事業所において利用者・職

員からイジメを受け，精神的なダメ

ージを受けた。（Ａ） 

申出内容について，具体的な要望を確認

したが，事業所とは関わりたくないた

め，何もしないで欲しいとのこと。気持

ちが落ち着いたら再度相談することで

了承される。 

      （対応回数１回） 

その他 

（傾聴）

８７ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

グループホームを退居するにはど

うすればいいのか教えて欲しい。 

申出内容について，退居手続きは契約書

の記載は確認することや退居について

は主治医や職員に相談するよう助言し

た。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

８８ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（家族） 

ケガをした時の状況などを保育士

が報告してくれるが子どもが話す

ことが食い違っていることがある。

日頃子どもの様子をちゃんと見て

くれているのか。（Ａ） 

申出内容について，匿名での対応を希望

されたため，事業所に申出内容を伝達

し，対応改善を申し入れ結果，事業所に

て改善策が提示されたため終了。 

      （対応回数４回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

８９ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

グループホームに入所していたが，

ケガや体調不良時の対応や日頃の

連絡などに不審な点が多かった。施

設の賠償保険の確認や再発防止に

取り組んで欲しい。（Ｄ） 

申出内容について，事業所に通知し，事

業所からの回答や当時の対応記録を確

認したが，申出の事実は確認することが

できなかったため，申出人に報告した結

果，申出人が了承されたため，終了。 

      （対応回数１１回） 

解決 

（相談助言）

９０ 

（苦情） 

来所 児童 

（家族） 

保育園から子どもが抜け出し外で

保護される事案があった。当時の状

況や原因の明らかにし再発防止を

して欲しい。また，保育士の指導方

法についても改めて欲しい。（Ｅ） 

申出内容について，申出人の要望等を事

業所に伝達し，事業所から当時の状況の

説明や今後の対応について説明した結

果，申出人が了承されたため終了。 

      （対応回数５回） 

解決 

（相談助言）

９１ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（友人） 

友人がグループホームに入居する

ことになった。これまでも自分が友

人から相談を受けていたが，グルー

プホームの職員から相談されても

聞くだけでいいと言われた。どうい

う意味なのか教えて欲しい。 

申出内容について，グループホームでの

生活環境に慣れていく時期であると考

えられるため，あまり本人に不安を与え

るような対応は控えること等を助言し

た結果，申出人が了承されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

９２ 

（相談） 

電話 高齢者 

（職員） 

これまで事業所の第三者委員は評

議員に依頼していたが，評議員や監

事でなくても問題はないか。 

申出内容について，第三者委員の要件を

確認し，評議員等でなくても選任するこ

とができることを説明した結果，申出人

が了承されたため終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

９３ 

（苦情） 

電話 障害者 

（家族） 

生活介護事業所から持病の対応等

ができないとの理由で利用を断ら

れた。利用できる事業所がなく困っ

ており，本人もショックを受けてい

る。（Ｄ） 

申出内容について，事業所に伝達したと

ころ，当事者間で話し合いが行われ，他

事業所との併用等の受け入れ調整が行

われた結果，申出人が了承されたため終

了。 

      （対応回数１３回） 

解決 

（相談助言）

９４ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（友人） 

友人がグループホーム入居してい

るが，事前の説明より利用料が安く

なっていた。料金が変わることがあ

るのか。 

申出内容について，グループホームの利

用日数や食事の提供回数などで毎月の

請求金額が変わる可能性があることや

グループホーム利用の助成金について

説明した結果，申出人が了承されたため

終了。 

      （対応回数１回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

９５ 

（相談） 

電話 障害者 

（友人） 

障害者の事業所に通う知人の交友

関係や金銭管理について心配な事

がある。 

申出内容について，事業所利用について

は知人と話し合ってみるよう助言し，お

金を搾取されている恐れがあれば，警察

や虐待防止センターに相談することな

どを説明した結果，了承される。 

      （対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

９６ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（家族） 

保育園で職員が集団退職をすると

いう説明があった。ほとんどの保育

士が一度に退職した後，適正な保育

を受けることができるか心配であ

る。（Ｇ） 

申出内容について，法人の第三者委員に

相談するよう助言し，職員から労使トラ

ブルとして労働委員会等に申出をする

方法もあることを助言した結果，申出人

が了承される。 

      （対応回数２回） 

解決 

（紹介伝達）

９７ 

（苦情） 

書面 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

相談員に障害者手帳の更新はした

くないと相談したところ，手帳や年

金はあった方がいいと言われた。障

害者が差別や偏見を受けるつらさ

を理解しているのか。（Ａ） 

申出内容について，手帳更新については

再度支援者と話し合ってみることを助

言した結果，申出人が手帳更新の際の調

査結果に従うとの意志を示されたため

終了。 

      （対応回数８回） 

解決 

（相談助言）

９８ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

障害者の事業所において，経営者か

ら利用者に対して暴言があった。

（Ｆ） 

申出内容について，本件については，虐

待防止センターによる対応が行われて

いるため，虐待防止センターに再度相談

するよう助言し，事業所変更等も可能で

ある旨説明した。事業所変更については

考えていないとのこと。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

９９ 

（相談） 

電話 高齢者 

（職員） 

利用者家族から利用者死亡に対す

る苦情が寄せられている。施設側に

代理人が選任されているが，委員会

で対応できるか。 

申出内容について，介護保険事業につい

ては国保連合会や保険者である市町村

が専門的に対応する旨案内する。また，

代理人が選任されていたり，損害賠償を

求めたりする案件については介入でき

ないことを説明し了承される。 

      （対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１００ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

事業所の職員同士で勤務中に個人

的な電話のやりとりをしているよ

うであった。その他にも他の利用者

や職員にも不満がある。（Ａ） 

申出内容について，傾聴した結果，申出

人から今後はあまり考えすぎないよう

にしたいとの意向があった。申出人から

これ以上の対応は必要ないとのことで

あったため，終了とする。 

      （対応回数７回） 

解決 

（相談助言）

１０１ 

（相談） 

電話 高齢者 

（職員） 

家族から居宅介護支援事業所への

執拗なクレームの対応に苦慮して

いる。サービスの拒否も強く，サー

ビスを提供することができないた

め，契約を解除したい。 

申出内容について，契約内容を精査した

上で，話し合いや注意など段階的な対応

を行うよう助言したが，事業所からこれ

以上の対応は難しいため，解約の手続き

を進めるとの意向が示された。 

      （対応回数４回） 

解決 

（相談助言）

１０２ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

作業所の他の利用者から言いがか

りを付けられ，多額の金銭を請求さ

れた。酷い脅迫も受けたため精神的

にショックを受けた。（Ｇ） 

申出内容について，事業所に伝達し，相

手方への対応と申出人のフォローにつ

いて助言した結果，申出人が了承された

ため終了。 

      （対応回数９回） 

解決 

（相談助言）

１０３ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

グループホームの職員の巡回が煩

わしいため，控えて欲しいと依頼し

たが，聞き入れてもらえない。（Ａ） 

申出内容について，職員による巡回の必

要性や日頃の職員との関わり方申出人

に助言し，巡回方法や回数について調整

を行った。また，日常的なやりとりにつ

いては，職員との話し合いを推奨した結

果，申出人が了承されたため終了。 

      （対応回数３０回） 

解決 

（相談助言）

１０４ 

（相談） 

電話 その他 

（家族） 

成年後見制度とはどのような制度

なのか教えて欲しい。 

申出内容について，成年後見制度の概要

について説明し，認知症や知的障害等に

より判断能力が十分でない方が対象で

あることを伝えた結果，申出人が了承さ

れたため終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１０５ 

（相談） 

書面 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

精神障害者への差別や偏見が強く，

家族からも縁を切りたいと言われ

た。 

申出内容について，電子メールにて対応

を行っていたが，連絡が取れなくなった

ため相談中断となる。 

（対応回数８回） 

その他 

（相談中断）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１０６ 

（苦情） 

書面 

（匿名） 

その他 

（本人） 

公共施設の駐車場利用について職

員から怒鳴られて不愉快な思いを

した。（Ａ） 

申出内容について，申出人に施設の設置

者と管理者の連絡先を案内し，申出内容

を管理者に伝達した。 

（対応回数４回） 

解決 

（紹介伝達）

１０７ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

障害者の事業所の送迎運転が危な

い。また，経営者の気分に波があり，

無視されたり，口調が荒くなったり

する。（Ｂ） 

申出内容について，本件については，虐

待防止センターによる対応が行われて

いるため，虐待防止センターに再度相談

するよう助言し，事業所に対して申出内

容を伝達した。 

（対応回数２回） 

解決 

（紹介伝達）

１０８ 

（相談） 

電話 障害者 

(その他) 

障害者事業所に勤めていた知人か

ら事業所内での職員間のトラブル

等について相談されている。どのよ

うに対応すればよいか。 

申出内容について，事業所での問題の内

容や知人の意向に沿って適切な対応機

関を案内する必要があることを説明し，

委員会及び関係機関の役割について説

明した結果，申出人が了承されたため終

了。知人から直接相談があった際は対応

して欲しいとのこと。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１０９ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

障害者の事業所を利用したいが，過

去に学歴などの個人情報を漏らさ

れたことがあるため，そのようなこ

とが起こらないようにするにはど

うしたらよいか。 

申出内容について，相談支援専門員から

事業所に情報を伝達する際，漏らして欲

しくない情報については事業所に開示

しないよう依頼するよう助言した結果，

申出人が了承されたため終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１１０ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

居宅介護支援事業所から不信行為

を理由に契約解除を予告された。ま

た，正式な解約手続きは行われてい

ないのに担当者と連絡が取れない。

（Ｂ） 

申出内容について，申出人の意向を事業

所に伝達し，事業所において対応が行わ

れたが，申出人からの了承が得られず契

約解除となったため，不調にて終了。 

（対応回数３２回） 

不調 
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１１１ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（家族） 

園長のパワハラにより保育士が一

斉に辞めることになっている。ま

た，副園長も園内で不適切な行為を

行っており安心して子どもを預け

ることができない。（Ｇ） 

申出内容について，労使問題の相談機関

を紹介し，法人の第三者委員や役員等に

相談するよう助言した結果，申出人が了

承されたため終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

１１２ 

（苦情） 

来所 児童 

（家族） 

園長のパワハラにより保育士が一

斉に辞めることになっている。ま

た，副園長も園内で不適切な行為を

行っており安心して子どもを預け

ることができない。（Ｇ） 

申出内容について，行政機関からの指導

もあり，園長及び副園長から退任の意向

が示された。後任人事や今後の運営につ

いては理事会等で決定されることを説

明し，経緯を見守るよう助言した結果，

申出人が了承されたため終了。 

（対応回数９回） 

解決 

（相談助言）

１１３ 

（苦情） 

電話 障害者 

（職員） 

利用者が来ていないにも関わらず

来たように見せかけたり，職員が個

人情報を漏らしたりする。（Ｄ） 

申出内容について，匿名での相談であっ

たため，事業所を訪問して運営状況の確

認を行った。 

（対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

１１４ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

相談員との考え方にズレがあり，信

頼関係を築くことが難しいため，ど

のようなことに注意すればよいか。 

申出内容について，相談したいことがあ

れば，遠慮なく相談してみるよう助言

し，各相談機関や支援機関の役割につい

て説明した結果，申出人が了承されたた

め終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１１５ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

児童 

（職員） 

事業所の開設を予定しているが，第

三者委員の設置方法について教え

て欲しい。 

申出内容について，事業所で整備する苦

情解決体制や第三者委員の要件につい

て説明し，事業所で任命する必要がある

ことを伝えた結果，申出人が了承された

ため終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１１６ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

叔母の様子を心配して事業者に問

い合わせたところ，取り決めにより

教えられないと言われた。断られる

理由もわからず，対応者の言葉使い

も悪かったため不愉快である。（Ａ） 

申出内容について，事業所に伝達し，事

業所から謝罪を行い，取り決めについて

再度説明した結果，申出人が了承された

ため終了。 

（対応回数７回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１１７ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

障害者手帳の更新をしないといけ

ないが一人ではできないため，支援

して欲しい。（Ｇ） 

申出内容について，相談支援事業所に伝

達したところ，必要なサービスが調整さ

れることとなった結果，申出人が了承さ

れたため終了。 

（対応回数１２回） 

解決 

（相談助言）

１１８ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

以前務めていた施設で虐待が疑わ

れるような行為があった。どこに相

談すればいいか教えて欲しい。（Ｆ） 

申出内容について，高齢者虐待について

は地域包括支援センターが通報窓口で

あることを説明し，連絡先を紹介した結

果，申出人が了承されたため終了。 

（対応回数３回） 

解決 

（紹介伝達）

１１９ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

ガイドヘルパーを利用しているが，

配慮に欠けた発言があったり，突然

キャンセルされたりした。障害者へ

適切に配慮して欲しい。（Ａ） 

申出内容について，申出人から事業所へ

の苦情や障害者への配慮に関する要望

を確認した。事業所には伝達する必要は

ないとのこと。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１２０ 

（相談） 

電話 児童 

（職員） 

危険行動を止めるため，職員が咄嗟

に手で制止したところ，ケガをさせ

てしまった。相手方には謝罪や説明

を行い，治療費も支払ったが，納得

してもらえない。今後どのように対

応すればよいか。 

申出内容について，相手方の具体的な要

望が出されるまで待つこととし，出され

た要望に対して対応を検討するよう助

言した結果，申出人が了承されたため終

了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１２１ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

有料老人ホームの管理者が利用者

に物を売りつけたり，預り金を着服

したりしている恐れがある。（Ｆ） 

申出内容について，事業所運営会社に伝

達し，運営会社から事業所に対し内部調

査が行われた結果，事業所内での物品販

売の禁止や誤解を与える行為等に対す

る改善が図られることとなった。 

 なお，預り金の着服等については確認

できなかった。 

（対応回数６回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１２２ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

老人福祉施設に勤務していたが上

司からのパワハラにより離職に追

いやられた。匿名で対応できる方法

はないか。（Ｇ） 

申出内容について，労使トラブルの相談

機関を案内したところ既に相談済みで

あった。申出人が名前や内容を伏せた対

応を求められたが，対応が困難であるこ

とを説明した結果，申出人が了承され

る。 

（対応回数１回） 

解決 

（紹介伝達）

１２３ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

児童 

(その他) 

知人が保育園を退園させられた。行

政機関に相談したが解決できない

ため，相談応じてもらえるか。 

申出内容について，代理での相談であっ

たため，当事者から直接相談するよう助

言し，当事者の具体的な要望等が確認で

き次第対応する旨説明した結果，申出人

が了承されたため終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１２４ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

障害者の事業所の職員の言動が酷

く利用者が困っている。（Ａ） 

申出内容について，当事者間の話し合い

を推奨し，必要な場合は再度相談するよ

う助言した結果，申出人が了承されたた

め終了。 

（対応回数５回） 

解決 

（相談助言）

１２５ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

居宅介護支援事業所から医療機関

へ無断で情報提供が行われ，情報提

供シートに家族に関する不必要な

情報が記載されていたため，不快な

思いをした。（Ｆ） 

申出内容について。事業所に伝達したと

ころ，当事者間で話し合いが行われ，事

業所から謝罪や対応改善について説明

を行った結果。申出人が了承されたた

め，終了。 

（対応回数７回） 

解決 

（相談助言）

１２６ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

職員が利用者に対して不適切な発

言をしたり，仕事にケチを付けたり

するため，事業所に苦情を申し出た

が，事実を認めてくれない。（Ａ） 

申出内容について，事業所に伝達し，事

業所で調査が行われたが申出の事実を

確認することができなかったため，その

旨申出人に説明した結果，申出人から退

所の意向が示されたため終了。 

（対応回数４回） 

不調 

１２７ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

職員の対応が悪いため，苦情や虐待

の通報をしたところ，事業所内で疎

ましい存在として扱われている。

（Ａ） 

申出内容について，申出人から委員会に

も知らせておきたいとのことであった

ため，聞き取りを行った。既に虐待防止

センターによる対応が行われていると

のこと。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１２８ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

グループホームで転倒骨折をした

際，事業所から医療機関へ搬送して

もらったが，後で請求された搬送費

用が高いように感じる。（Ｃ） 

申出内容について，病院への搬送（付き

添い）費用については各事業所で取り扱

いが異なるため，契約内容を確認し，事

業所に請求額について問い合わせるよ

う助言を行った結果，申出人が了承され

たため終了。 

（対応回数２回） 

解決 

（相談助言）

１２９ 

（相談） 

電話 障害者 

（本人） 

利用者同士の男女関係について悩

んでいる。 

申出内容について，委員会では，個人的

な交友関係については介入できないこ

とを説明し，申出人の話を傾聴し，気持

ちを切り替えてみるよう助言した結果，

申出人が了承されたため終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１３０ 

（相談） 

電話 障害者 

（職員） 

第三者委員の設置要件について教

えて欲しい。 

申出内容について，苦情解決の指針につ

いて紹介し，第三者委員の要件や複数名

配置することが望ましいことを説明し

た結果，申出人が了承されたため終了。 

（対応回数１回） 

解決 

（相談助言）

１３１ 

（苦情） 

電話 児童 

（本人） 

子どもの学校での出来事について

事業所に相談しようとしたが，話を

聞いてくれる姿勢が見られなかっ

た。（Ａ） 

申出人から事業所に対し，申出内容の伝

達のみを希望されたため，委員会から事

業所に伝達を行った。 

（対応回数７回） 

解決 

（相談助言）

１３２ 

（苦情） 

電話 高齢者 

（家族） 

老人保健施設において，週２回しか

着替えなどをさせてもらえないの

にも関わらず，衣類貸出や洗濯料が

日数分請求されるのはおかしいの

ではないか。（Ｃ） 

申出内容について，介護サービスの専門

相談機関を紹介した結果，申出人が了承

されたため終了。また，老人保健施設の

位置づけや役割について説明を行った。 

（対応回数２回） 

解決 

（紹介伝達）

１３３ 

（相談） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

生活保護受給者のお金使いや医師

の診断について不満がある。 

申出内容について，個人及び医療機関に

対する苦情案件であり，申出人と連絡を

取ることができないため，相談中断とな

る。 

（対応回数７回） 

その他 

（相談中断）
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受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人）

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１３４ 

（苦情） 

電話 障害者 

（本人） 

グループホームの隣人の行動に長

年苦しめられているため，どうにか

して欲しい。（Ａ） 

※H29.3.31現在継続中 継続中 

【対応結果】 

申出内容について，事業所に伝達し，当

事者間で話し合いが行われた結果，申出

人の気持ちが落ち着き安定した生活が

送れるようになったため終了。 

（対応回数５回） 

解決 

（相談助言）

１３５ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

デイサービスにおいて持病の対応

についてお願いしていた事が守ら

れていなかった。また，職員の言動

や送迎時の対応等においても不満

があり利用を止めることにした。

（Ａ） 

申出内容について，事業所に伝達し，今

後の対応改善について申し入れを行っ

た結果，申出人が了承されたため，終了。 

（対応回数４回） 

解決 

（相談助言）

【参考】苦情内容の分類の例示

区 分 例 示

Ａ 職員の接遇 ・職員の対応や言葉遣いが悪い

Ｂ サービスの質や量 ・食事の内容が悪い

・居室の環境が悪い

Ｃ 利用料 ・不当な自己負担を求められた

・自己負担額の内容が説明されていない

Ｄ 説明・情報提供 ・説明なくサービス内容が変更された

・重要事項説明や契約書と実際のサービスが違っていた

Ｅ 被害・損害 ・預かり金など金銭のトラブルがあった

・所有物がなくなった  ・破損した

Ｆ 権利侵害 ・暴力や虐待を受けた

・プライバシーを侵害された

Ｇ その他 ・上記に当てはまらない事項
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４ 広報・啓発活動の実施

  （１）県社協広報紙「ふくしのひろば」への掲載 【第２０６号：平成２８年９月１日発行】

（２）ホームページによる広報・啓発

  （３）ポスター作成（１，０００部）配布（１，０１７部），リーフレット配布（１，４６３部）

５ 研修会の実施

（１）自主開催研修

ア 平成２８年度福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会（初級編）  

     開催日：平成２８年９月３０日（金） １３：００～１６：２０

     会 場：かごしま県民交流センター 県民ホール

参加者：第三者委員・苦情受付担当者・苦情解決責任者  ５５５名

内 容：講義Ⅰ 「福祉サービスにおけるクレーム対応の基本」

              株式会社ヒューマンパワー 代表取締役社長 森山 重康 氏

        講義Ⅱ 「怒りをコントロールするアンガーマネジメント」

             有限会社ＡＥメディカル鹿児島支社長 田之頭 智子 氏

（２）関係団体等主催研修会への講師派遣

ア 平成２８年度第１回曽於市権利擁護センター設立検討会（事務局 1名講師派遣） 

開催日：平成２８年７月２０日（水）１０：００～１２：００ 

     会 場：曽於市財部保健福祉センター １１名 

     内 容：講義「福祉サービス利用支援事業の現況及び成年後見制度について」

                 福祉サービス運営適正化委員会 相談員 山下 格一

イ 鹿児島市地域福祉館館長連絡会研修（事務局 1名講師派遣） 

開催日：平成２８年１１月２日（水）１４：１０～１６：００ 

     会 場：かごしま市民福祉プラザ ４６名 

     内 容：講義「苦情解決相談の窓口としての対応等」

                 福祉サービス運営適正化委員会 相談員 山下 格一 

ウ 鹿児島市地域福祉館嘱託職員研修会（事務局 1名講師派遣） 

開催日：平成２８年１１月２４日（木）・２５日（金）９：１０～１１：２０ 

     会 場：かごしま市民福祉プラザ １２４名 

     内 容：講義「苦情解決相談の窓口としての対応～運営適正化委員会の役割～」

                 福祉サービス運営適正化委員会 相談員 山下 格一 

エ 和泊町福祉サービス利用支援事業 利用支援員養成講座（事務局 1名講師派遣） 

開催日：平成２８年１１月１３日（日）１５：１０～１６：１０ 

     会 場：和泊町社会福祉センター １４名 

     内 容：講義「福祉サービス利用支援事業の現状と利用支援員の役割」
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                 福祉サービス運営適正化委員会 相談員 山下 格一 

オ 奄美市福祉サービス利用支援事業 利用支援員養成研修（事務局 1名講師派遣） 

開催日：平成２８年１２月２０日（火）１３：１０～１４：００ 

     会 場：奄美市社会福祉協議会 ２階会議室 １８名 

     内 容：講義「福祉サービス利用支援事業の現状と利用支援員の役割」

                 福祉サービス運営適正化委員会 相談員 山下 格一 

６ 巡回訪問（指導）の実施

  社会福祉事業の事業者段階における自主的な苦情解決が適切に行われるよう，県内の各事業

所を訪問して苦情解決体制の整備状況を把握するとともに，体制整備に関する相談・助言に応

じ，福祉サービスの質の向上につなぐことのできる苦情解決体制の構築に向けて，県内３０事

業所の巡回訪問を実施した。 

＜３０カ所の内訳＞

高齢分野事業所：１１カ所，児童分野事業所：５カ所，障害分野事業所：１４カ所

７ 調査研究活動の実施

福祉サービス利用者が安心・安全にサービスを受けることができるよう，介護や支援における事

故やミスを予防し，発生した際には適切に対処するためのリスクマネジメントモデルを作成し，ホ

ームページ上で公表した。

８ 全国会議等への参加

（１）平成２８年度運営適正化委員会事業研究協議会（事務局１名）

     開催日：平成２８年７月１５日（金） 

     会 場：全国社会福祉協議会 ５階「第３～第５会議室」  ５９名

    内 容：ア 行政説明 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 監査官 丸谷 裕 氏

イ 講義   明治大学法科大学院 教授・弁護士 平田 厚 氏

ウ 実践報告 福岡県運営適正化委員会 主査 糸山 笑子 氏

       群馬県運営適正化委員会 副主幹 鈴木 信明 氏

エ 情報交換・協議

 （２）平成２８年度九州ブロック運営適正化委員会事務局連絡会議（事務局１名） 

開催日：平成２８年９月５日（月） 

     会 場：大分県ホルトホール大分 ３０４会議室 １０名

    内 容：ア 提出議題・回答について

イ 次期開催県（幹事県）について

ウ その他

（３）平成２８年度運営適正化委員会相談員研修会（事務局１名）

     開催日：平成２８年１０月２４日（月）～２５日（火） 
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     会 場：全国社会福祉協議会 ５階「第３～第５会議室」 ４２名 

     内 容：ア 講義Ⅰ   「運営適正化委員会の現状と課題」

全国社会福祉協議会 政策企画部長 笹尾 勝 氏

イ 講義Ⅱ   「障害児・者福祉施策の動向」

  上智大学 総合人間科学部 教授 大塚 晃 氏

         ウ 講義Ⅲ   「障害者就労支援施設における福祉サービスの質の向上の取組」

                 社会福祉法人就職するなら明朗塾 常務理事 内藤 晃 氏

        エ 講義Ⅳ   「苦情相談対応の実際と対応方法」

                早稲田大学 人間科学学術院 准教授 岩崎 香 氏

        オ 演習・事例検討「事例検討（対応のポイント）」

                早稲田大学 人間科学学術院 准教授 岩崎 香 氏
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ふくしのひろば　【第２０６号：平成２８年９月１日発行より抜粋】



平成２８年度福祉サービスに関する苦情解決事業における巡回訪問先

№ 分野 市町村 法人 事業所名 訪問日 訪問者

1 高齢 龍郷町 株式 デイサービス和月龍郷 平成28年12月20日 事務局１名

2 障害 奄美市 社団 くろーばぁ　はうす 平成28年12月21日 事務局１名

3 障害 奄美市 NPO Steady&Co 平成28年12月21日 事務局１名

4 障害 龍郷町 株式 あまみん 平成28年12月21日 事務局１名

5 障害 鹿児島市 有限 うめの木事業所 平成29年2月13日 事務局２名

6 障害 鹿児島市 株式 ワークサポートひとつ 平成29年2月13日 事務局２名

7 障害 鹿児島市 NPO 福祉作業所　スマイル 平成29年2月13日 事務局２名

8 障害 長島町 NPO 長島福祉作業所ぽんぽこ村３丁目 平成29年2月16日 事務局２名

9 高齢 長島町 株式 達者の家 平成29年2月16日 事務局２名

10 児童 指宿市 社福 総合支援センターわかば 平成29年2月20日 事務局２名

11 高齢 指宿市 社福 特別養護老人ホーム徳光苑 平成29年2月20日 事務局２名

12 高齢 指宿市 有限 グループホームどりーむ大山 平成29年2月20日 事務局２名

13 児童 屋久島町 社福 安房保育園 平成29年2月22日 事務局２名

14 高齢 屋久島町 社福 竜天園 平成29年2月22日 事務局２名

15 児童 屋久島町 社福 なかよし保育園 平成29年2月23日 事務局２名

16 障害 屋久島町 社福 就労継続支援事業所屋久の郷 平成29年2月23日 事務局２名

17 高齢 出水市 株式 げんきリハサービス 平成29年3月3日 事務局２名

18 障害 出水市 社福 やはず園 平成29年3月3日 事務局２名

19 高齢 出水市 株式 デイサービス　彩加里 平成29年3月3日 事務局２名

20 障害 南大隅町 社福 おおすみの園 平成29年3月9日 事務局２名

目的 ： 社会福祉法第８２条に基づく、社会福祉事業の経営者段階における自主的な苦情解
決が 適切に行われるように、広報・啓発の一環として各事業所を訪問し、苦情解決事業に
ついて助言等行うとともに今後の業務に役立てる。
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21 高齢 南大隅町 有限 高齢者グループホーム　ゆうとみい 平成29年3月9日 事務局２名

22 障害 鹿児島市 合同 野原 平成29年3月13日 事務局２名

23 児童 鹿児島市 NPO 児童発達支援事業所みんげき 平成29年3月13日 事務局２名

24 児童 鹿児島市 学校 たにやまたんぽぽ 平成29年3月13日 事務局２名

25 障害 曽於市 社福 障がい者支援施設すみよしの里 平成29年3月17日 事務局２名

26 高齢 曽於市 合同 みつばちデイサービス 平成29年3月17日 事務局２名

27 障害 曽於市 医療 多機能事業所曽らりす 平成29年3月17日 事務局２名

28 障害 日置市 NPO 作業所　穂 平成29年3月21日 事務局２名

29 高齢 日置市 有限 グループホームあおぞら 平成29年3月21日 事務局２名

30 高齢 日置市 社福 やはずの里 平成29年3月21日 事務局２名

【略称名称】

株式・・・ 株式会社

有限・・・ 有限会社

合同・・・ 合同会社

学校・・・学校法人

社福・・・ 社会福祉法人

医療・・・ 医療法人

NPO・・・ 特定非営利活動法人

社団・・・ 社団法人

高齢, 11, 
36%

児童, 5, 
17%

障害, 14, 
47%

巡回訪問における分野別内訳

社福, 10, 
34%

医療, 1, 
3%

ＮＰＯ, 5, 
17%

社団, 1, 
3%

株式, 6, 
20%

有限, 4, 
13%

合同, 2, 
7%

学校, 1,
3%

設置主体割合
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